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投稿論文

更生保護施設に入所する高齢仮釈放者の

社会復帰に関する研究
－プロファイリングの視点から－

広島保護観察所処遇部門統括保護観察官西江尚人

(要約）

高齢受刑者対策のため．今度増大することが予想される"更生保護施設に入所する高齢仮釈

放者"に焦点を絞り，その者をプロファイリングしていく過程の中で，地域への円滑な社会復

帰に向けての現状と今後の取り組むべき課題を明らかにすることを目的とした。

方法として,高齢仮釈放者の処遇に日夜携わる立場である更生保護施設職員に対し，フォー

カスグループインタビューを実施し，それにより聴取した内容について。問題探索に優れて

いる手法である１０法を用いて，整理・統合を行った。

その結果，更生保護施設職員は，いったん受け入れたからには何とか支援してあげたいと

の気持ちを持っているものの，高齢者の社会復帰は大変厳しく，本人たちもそれを不安に感

じている。その解決策として，新規施策を開始したところではあるが，機能不全を起こして

いるとの結果となるなど，課題が山積していることが，明らかとなった。
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１はじめに

現在我が国は,「前例のない高齢社会」を迎

えている。しかし，それ以上の勢いで増加し

ているのが高齢犯罪者である。そこで政府は

その対策として，平成21年４月以降速やかな

運用を目指し，法務省及び厚生労働省を中心

として，以下の施策を打ち出した。

(1)刑務所入所中から，福祉の支援が必要な

者の選定とニーズの把握，福祉サービス

等申請手続の援助等を行うため，全国の

刑務所に社会福祉士等を配置する。

(2)出所後直ちに福祉サービス(障害者手帳の

発給，社会福祉施設への入所等)につなげ

るための準備を，各都道府県の保護観察

所と協働して進めるため，地域生活定着

支援センターを，都道府県の圏域ごとにｌ

か所設置する。

(3)保護観察所に調整担当の保護観察官を配

置し，福祉的な支援を必要とする刑務所

入所者の円滑な福祉への移行及び再犯の

防止を目的として，刑務所，地域生活定

着支援センター及び福祉等実施機関との
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